
○ 鳥取大学大学院連合農学研究科学位論文提出の手引 

 

                          

                              平成２年１０月１９日制定 

                              連合農学研究科要項等第２号  

 

１．提出資格 

(1) 課程博士の場合 

  ① 本研究科に２年８ヶ月以上在学し，12単位以上を修得（平成 19年度以前の入学生については

共通セミナー60時間以上を受講）し，又は修得見込で，かつ，必要な研究指導を受けた者。 

  ② 本研究科に 1年８ヶ月以上在学し，12単位以上を修得し，又は修得見込で，かつ，必要な

研究指導を受け，特に優れた研究業績をあげ主指導教員が推薦した者 

上記 ① ② の提出資格のほか，学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文（共著論文の場

合は，申請者が筆頭著者であること。）を２編以上有する必要がある。 

 (2) 論文博士の場合 

  ① 本研究科に３年以上在学し，12単位以上を修得（平成 19年度以前の入学生については共通セ

ミナー60時間以上を受講）し，かつ，必要な研究指導を受けて退学した者 

  ② 本研究科の学位申請資格審査に合格した者（資格審査の申請基準は別表のとおり） 

 上記① ② の提出資格のほか，学位論文の基礎となる学会誌等に発表した学術論文（共著論文

の場合は，申請者が筆頭著者であること。）を原則として４編以上（①の者が退学の日から１年以内

に申請する場合は２編以上）有する必要がある。 

 

２．提出時期 

 (1) 標準修業年限内に学位を取得しようとする者は，最終年次の研究科長の指定する日（６月中

旬または 12月中旬）までに提出すること。 

 (2) 標準修業年限を超えて在学する者，１(1)②該当者及び論文博士の場合は，随時提出できる。 

 (3) 随時提出の場合も，学位が授与されるのは，年２回（９月と３月）であり，その期の学位授与日の

授与には，当該期の研究科長の指定する日までに提出すること。また１(1)②該当者の受理には事前に

予備審査会を実施し承認を得ておく必要があるため余裕をもって提出すること。 

 (4) 研究科長の指定する日以降に論文を提出し，学年末又は学期末に退学した者については，合否判定

は次の期の研究科委員会で行い，退学の日にさかのぼって課程修了を認定する。 

 

３．提出書類等 

(1) 課程博士の場合 

  ① 学位申請書（様式第１号の１）                    １部 

  ② 論文目録（様式第２号。参考論文がある場合は参考論文目録も添付。）     １部 

  ③  学位論文（和文又は英文）                       ８部 

  ④  学位論文要旨（様式第３号：和文 2,000字又は英文 1,200語程度で記載し 

Ａ４版２枚におさめること。）                     １部 



  ⑤  学位論文の基礎となる学会誌等に発表された学術論文及び参考論文   各８部 

  ⑥  履歴書（様式第４号）                        １部 

⑦  学位論文の基礎となる学術論文が未発表の場合は，公表することを予約 

した学会発行の掲載承諾書又は出版契約書              各１部 

⑧ 学術論文が共著の場合は，共著論文研究要旨（様式第５号）      各１部 

⑨ 共著者の承諾書（様式第６号）                   各１部 

⑩ 博士学位論文のインターネット公表に関する届出書（様式第１５号）   １部 

⑪ インターネットにより全文公表できない場合，博士学位論文の公表にかかる  

申立書（様式第１２号）                                              １部 

⑫  ②④⑥⑧の電子ファイル（Word 形式） 

 

(2) 論文博士の場合 

  ① 学位申請書（別紙様式第１号の２）                  １部 

  ②～⑫ 課程博士と同様の書類 

  ⑬ 最終学校の卒業証明書                        １部 

⑭ 研究歴証明書（様式第７号）                    各１部 

⑮ 主指導教員となり得る教員（以下「推薦教員」という。）の推薦状          １部 

  ⑯ 外国語受験科目届（様式第８号）                     １部 

  ⑰ 学位論文審査手数料                       57,000 円 

 

４．提出方法 

 (1)鳥取大学農学部連大学務係に直接持参するか，又は郵送により提出すること。 

 (2) 論文審査手数料は，学長が論文の受理を決定した日に，鳥取大学農学部連大総務係へ納付す

ること。 

 (3) 論文提出に際しては，主指導教員（論文博士の場合は推薦教員）の承諾を必ず得ておくこと。 

 

５．学位論文，学位論文要旨，学位論文の基礎となる学術論文の作成要領 

(1) 学位論文 

① Ａ４判洋白紙に左横書きで印刷（Word 形式等）したもの。 

② 申請時は仮綴じ（ファイル等に綴り表紙をつける）でよい。審査に合格した後に本製本し

たものを学位記授与式の１週間前までに５部提出すること。本製本の体裁は次の様式とする。 

     表紙：色・紙質は指定なし 

     文字：黒文字 

     寸法：縦 30cm, 横 21cm（Ａ４判） 

  ③ 論文が和文の場合には，表紙に和文題目と共に英文題目を，また，英文の場合には，表紙に英

文題目と共に和文題目をカッコ書きで記入すること。 

④ 表紙には氏名及び学位が授与される年（西暦）を記入すること。 

⑤ 論文の最後に和文・英文両方の摘要をつけること。 

⑥ 学位論文の基礎となる学会誌公表論文のリストを巻末に付すこと。 

この場合，学会誌公表論文が学位論文のどの部分（第何章）かを明記すること。 



  ⑦ 写真はプリントしたもの又はカラーコピーを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 学位論文を本製本する際の表紙は上記のとおりにしてください。 

   

 

(2) 学位論文要旨 

① 本研究科所定の用紙に印刷（Word 形式）したものとする。 

② 図表，化学記号等を用いる場合は，明瞭に印刷又は複写すること。 

(3) 学位論文の基礎となる学術論文及び参考論文 

① 学術論文は，申請者が鳥取大学大学院連合農学研究科に入学後に，博士論文のテーマに関

連して学会誌に発表した論文で，原則として申請者がその論文の筆頭著者となっているもの。 

上記の学術論文は公表したもの又は公表予定のものとし，公表予定の場合は公表すること

を予定した掲載証明書又は出版契約書を添付する。（公表予定のものは，公表後別刷３部を

鳥取大学農学部連大学務係へ提出する。） 

② 上記学術論文のうち，共著のものについては，申請者が共同研究において主たる役割を努

め，かつ，共著者が過去において，いずれの大学に対しても学位論文として申請をしていな

いものとする。 

 

６．審査，最終試験及び学力確認 

  鳥取大学大学院連合農学研究科学位論文審査基準の評価項目のすべてを満たすものを学位論

文として認める。審査は，原則として主査（主指導教員又は推薦教員）が所属する構成大学で学

位論文の内容について公開の発表により行う。試験日時，場所等は，連合農学研究科 HP にて公

表する。 

 (1) 課程博士の場合 

  ① 学位論文を中心として，これに関連する科目について口頭又は筆答により行う。 

 (2) 論文博士の場合 

  ① 専攻学術に関し，博士課程を修了して学位を授与される者と同等以上の広い学識を有する

ことを確認するため，学術論文を中心としてこれ等に関連のある科目について，口頭又は筆

答により試問を行う。この場合において，外国語については筆答により１種類を課するもの

とする。 

論文題目 

氏名 

論文題目が英文の場合は和訳（和文の

場合は英訳）を付けること。 

西暦年（アラビア数字） 

２０１X （学位が授与される年を印刷 

すること） 



 

   

７．論文審査及び最終試験に合格した後の論文提出等 

  学位記授与式の１週間前までに学位論文の全文（PDF形式），本製本した学位論文３部（学位

授与の日から１年以内に学位論文の全文をインターネット公表しないことを認められた場合は

５部）提出する。 

なお，学位授与日から３月以内に公表する学位論文要旨で，都合により一部を割愛したものと

する場合は，学位論文要旨（様式第１３号：Word形式）を併せて提出する。 

また，やむを得ない事由が認められ学位論文要約を公表する場合は，学位論文要約（様式第 

１４号：PDF形式）を併せて提出する。 

 

 

   附 則 

 この要項等は，平成２年１０月１９日から施行する。 

   附 則（平成４年１０月２３日連合農学研究科要項等第２号） 

 この要項等は，平成４年１０月２３日から施行する。 

   附 則（平成７年９月２６日連合農学研究科要項等第２号） 

 この要項等は，平成７年９月１日から施行する。 

   附 則（平成１６年５月１４日連合農学研究科要項等第１３号） 

 この要項等は，平成１６年５月１４日から施行し，改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科学位

論文提出の手引は平成１６年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１７年２月１８日連合農学研究科要項等第２号） 

 この要項等は，平成１７年２月１８日から施行する。 

   附 則（平成１９年１０月２６日連合農学研究科要項等第９号） 

 この要項等は，平成１９年１０月２６日から施行する。 

   附 則 

1 この要項等は，平成２０年４月１日から施行する。 

2 平成１９年度以前の入学者については，改正後の規則にかかわらず，なお従前の例に

よる。 

   附 則（平成２３年８月２６日連合農学研究科要項等第５号） 

 この要項等は，平成２３年１０月１日から施行する。 

 附 則（平成２５年８月２３日連合農学研究科要項等第２号） 

 この要項等は，平成２５年８月２３日から施行し，改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科学位 

論文提出の手引は平成２５年７月５日から適用する。 

 附 則（平成２６年８月２２日連合農学研究科要項等第１号） 

 この要項等は，平成２６年８月２２日から施行し，改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科学位 

論文提出の手引は平成２６年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２７年２月１３日連合農学研究科要項第５号） 

 この要項等は，平成２７年２月１３日から施行すること。ただし，改正後の鳥取大学大学院連合農学

研究科学位論文提出の手引は，平成２６年１０月３日から適用すること。 



 

附 則（平成２７年２月１３日連合農学研究科要項第６号） 

 この要項等は，平成２７年２月１３日から施行する。 

附 則（平成２８年２月１９日連合農学研究科要項第６号） 

 この要項等は，平成２８年２月１９日から施行する。 

 

 

別表 

 

  学   歴   区   分 研 究 歴 

 農学系の大学院修士課程を修了した者 ５年以上 

 農学系の大学教育課程を卒業した者 ８年以上 

 農学系以外の大学又は大学院教育課程を卒業又は修了した者 ９年以上 

 短期大学又は高等専門学校を卒業した者 12 年以上 

 高等学校を卒業した者 15 年以上 

 上記以外の者は研究科委員会で決定する。 

備考 

 研究歴は，次の各号の一に該当するものとし，各項の期間を通算する。 

  (1)  大学の農学系の学部等の専任職員として研究に従事した期間  

  (2) 大学院の農学系研究科に在学し，退学した者は，その在学した期間 

  (3)  大学の農学系専攻科（全日制の研究生，専攻生を含む。）に在学した者は，その在学

した期間 

  (4)  日本又は外国政府所轄の農学系試験研究機関に専任職員として勤務した者は，その勤

務した期間 

  (5)  その他研究科委員会が，前各号と同等以上と認める履歴があれば，その期間 


